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本日の内容

• C型肝炎特別措置法について

• C型肝炎救済のための調査研究について

• 一次調査（アンケート調査）へのご協力
のお願い



C型肝炎特別措置法とは

• 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤
によるＣ型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支
給に関する特別措置法（議員立法）
平成２０年１月１６日施行

• 給付金の支給後２０年以内（※）に症状が進行した場
合、差額を追加給付金として支給。

※ 平成24年の法改正（平成24年９月14日施行）
① 給付金の請求期限の延長（法施行後5年→10年）
② 追加給付金の支給対象者の見直し

（給付金の支給後10年以内に症状が進行→20年以内）

【給付内容】

慢性C型肝炎による肝がん・肝硬変罹患、又は死亡：4,000万円

慢性C型肝炎に罹患：2,000万円

上記２つ以外（無症候性キャリア等）：1,200万円



Ｃ型肝炎救済特別措置法の手続き

① 被害者が国を相手方とする訴訟を提起
↓
② 給付対象者であることを裁判手続の中で確認
↓
③ 証明資料（判決、和解等）と併せて、

医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に請求
↓
④ PMDAから被害者に給付金を支給

【請求又はその前提となる訴訟提起の期限】
平成３０年（２０１８年）１月１５日（法施行後１０年）まで



C型肝炎救済のための調査研究（案）

Ｃ型肝炎患者

肝疾患診療連携拠点病院70病院
国立病院機構病院（NHO)36病院

上記医療機関
通院中患者

感染経路に
関する

アンケート調査

アンケート用紙の回収
アンケートの結果分析

NHO長崎医療センター

① ②

調査希望患者
（本人、家族）

1次調査

2次調査

調査組織

必要
書類

受け取り

確認作業
本人確認

医療機関確認

血液製剤投与医療機関

調査
受け入れ

カルテ確認
作業

カルテ有り
カルテ無し

製剤投与記録有り
製剤投与記録無し

回答書
作成

回答書確認

必要書類
入手、作成

回答書
受け取り

公表

回答書送付

NHO長崎医療センター
八橋先生のご資料より



今後とも、厚生労働省の取組みへのご協力を

お願いいたします。


